
 

審議会運営に関する確認事項 
 
 
１ 会議時間について 
 

◇ 原則として、１回の会議について概ね２時間を限度とする。 
 
 
２ 会議及び会議資料の公開について 
 
◇ 会議は、原則として公開するものとする。ただし、案件の内容によっては会⻑と合議し、場合によっては

“⾮公開”、⼜は“⼀部公開”とする場合もある。 
◇ 会議資料は、「⽩⾺村情報公開条例」（平成 12 年条例第 1 号）に基づき、原則として公開するも

のとする。 
◇ 会議の録⾳及び写真撮影（ビデオ撮影を含む。）の申し出があった場合は、会⻑の許可を得るものと

する。 
 
 
３ 会議録について 
 
◇ 事務局により会議録を作成し、会⻑の了承を得て、原則として公開するものとする。 
◇ 会議録は事務局で保存し、委員の必要に応じて供覧するものとする。 

 
 
４ その他 
 

◇ 上記以外に審議会の運営について必要な事項が⽣じた場合は、その都度審議会で協議する。 
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